
第２１号 平成２４年度徳島県病院事業会計予算

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 病 床 数 ８３０床

�２ 年 間 患 者 数

入 院 ２１４，９８５人

外 来 ２９７，９２０人

�３ １ 日 平 均 患 者 数

入 院 ５８９人

外 来 １，２１６人

�４ 主要な建設改良事業

病院増改築工事費 ２，９０９，４３３千円

医療器械及び備品購入費 ３，５２０，８６９千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 １７，３８８，５２７千円

第１項 医 業 収 益 １５，５５３，９２９千円

第２項 医 業 外 収 益 １，８３４，５９８千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 １８，８０２，３１６千円

第１項 医 業 費 用 １７，９７８，９９２千円
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第２項 医 業 外 費 用 ４８７，６６８千円

第３項 特 別 損 失 ３３５，６５６千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６６５，４９３千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額５，１２０千円及び過年度分損益勘定留保資金６６０，３７３千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １０，６０２，８４６千円

第１項 企 業 債 ４，３７７，０００千円

第２項 負 担 金 ４５３，８４６千円

第３項 他会計からの借入金 ３，９００，０００千円

第４項 補 助 金 １，８７２，０００千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 １１，２６８，３３９千円

第１項 建 設 改 良 費 ６，４３０，３０２千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ６７４，９６０千円

第３項 他会計からの借入金償還金 ４，１６３，０７７千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

海部病院改築事業基本設計・実施設計委託契約 平 成 ２５ 年 度 １０２，２７８千円

（企業債）

第６条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。
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千円

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

病院整備事業 ４，３２１，０００ 証書借入又は証券発
行

年５％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。借換債 ５６，０００

計 ４，３７７，０００

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は，５，０００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議

決を経なければならない。

�１ 職 員 給 与 費 ９，９４８，１９６千円

（たな卸資産の購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は，４，１５０，０００千円と定める。

平 成２４年 ２ 月２３日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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